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長野県告示第412号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	

湖南関医院 諏訪市湖南5928 令和３年４月１日

鳥羽医院 東筑摩郡筑北村坂北4525番地１ 令和３年４月１日

ちくまこころのクリニック 千曲市杭瀬下43－１ 令和３年５月１日

みどりクリニック 北安曇郡松川村5794－433 令和３年４月１日

ありあけの森デンタルクリニック 安曇野市穂高有明8596番地１ 令和３年５月１日

あづみ野メンタルクリニック 安曇野市穂高5777－１ 令和３年５月１日
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長野県告示第413号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を休止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 休	止	年	月	日

（有）備前屋本店　八幡ヶ丘薬局 飯田市鼎名古熊2606－１ 令和３年４月１日

長野県告示第414号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃	止	年	月	日

湖南関医院 諏訪市湖南5928 令和３年３月31日

医療法人　樋代内科医院 伊那市坂下1894 令和３年４月８日

ミツワ西友薬局 諏訪郡富士見町落合一の沢10061－１ 令和３年３月31日

鳥羽医院 東筑摩郡筑北村坂北4525－１ 令和３年３月31日

みどりクリニック 北安曇郡松川村5794－433 令和３年３月31日

地域福祉課

しなの調剤薬局　天竜店 岡谷市天竜町三丁目２－22 令和３年５月１日

ミツワ西友薬局 諏訪郡富士見町落合一の沢10061－１ 令和３年４月１日

天龍村国民健康保険診療所 下伊那郡天龍村平岡924番地１ 令和３年４月１日

樋代内科医院 伊那市坂下1894 令和３年４月９日

くぼ泌尿器科クリニック 茅野市仲町14番24号 令和３年５月１日

２　指定訪問看護事業者等

名　　　称 主たる事業所の所在地
訪問看護ステーション等の
名称

訪問看護ステーション等の
所在地

指	定	年	月	日

株式会社みつばさ
飯田市鼎上山
3800－５

みつばさ訪問看護ステーシ
ョン

飯田市鼎上山3800－５ 令和３年５月１日

社会福祉法人ふれ
あい

上伊那郡南箕輪村
1634－349

訪問看護ステーションふれ
あい

上伊那郡箕輪町大字中箕輪
8944－1

令和３年５月１日

地域福祉課

地域福祉課
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長野県告示第415号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

るものとされる場合を含む。）の規定により、施術者を次のとおり指定しました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施術者又は助産師

氏　　　　　名 住　　　　　所 指	定	年	月	日

横山　俊英 小諸市乙1114－15 令和３年５月１日

２　施術所又は助産所

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

みよた接骨院コンディショニング
センター

北佐久郡御代田町大字御代田小田井
1652

令和３年５月１日

地域福祉課

長野県告示第416号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

カワイ薬局 上田市中央２－３－16－101 令和３年６月１日

駒ケ根みらい薬局 駒ケ根市上穂栄町2196番地１ 令和３年７月１日

ナシダ薬局 北安曇郡松川村5788番地３ 令和３年７月１日

ビヨンド中御所薬局 長野市中御所１－12－７ 令和３年７月１日

平田みらい薬局 松本市小屋北１丁目511番３ 令和３年７月１日

薬局マツモトキヨシ石渡店 長野市大字石渡137－17 令和３年７月１日

一之瀬訪問看護ステーション 松本市島立2104 令和３年７月１日

保健・疾病対策課

長野県告示第417号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関から当該指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更があった旨の届出がありました。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　変更前の医療機関の
　　　名称及び所在地

　　　変更後の医療機関の
　　　名称及び所在地

変更した年月日

川中島Ｆメンタルクリニック
長野市川中島町今井字稲荷1478番地２

医療法人　川中島Ｆメンタルクリニック
長野市川中島町今井字稲荷1478番地２

令和３年６月９日

ハートフル訪問看護ステーション広丘
塩尻市広丘野村1656－１

ハートフル訪問看護ステーション広丘
塩尻市広丘高出2000－３

令和３年６月４日

保健・疾病対策課
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長野県告示第418号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　下伊那郡阿智村（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　阿智村（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び阿智村役場に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第419号

　次のように保安林の指定施業要件を変更する予定としましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において

準用する同法第30条の２第１項の規定により告示します。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　飯山市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　なだれの危険の防止

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び飯山市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県松本建設事務所告示第９号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年８月10日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年７月19日

	 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済
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１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　403号

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

東筑摩郡筑北村西条字上手山2343番の 61地先から
東筑摩郡筑北村乱橋字切田2443番の４地先まで

旧

ｍ
10.5 ～ 27.2

Km
0.2898

12.9 ～ 41.7 0.3700

同　　　　　上 新 12.9 ～ 41.7 0.3700

道路管理課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年７月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　入札に付する事項

　(1)	調達産品等の種類及び数量

　　　長野県庁舎（本館、議会棟、議会増築棟及び西庁舎をいう。）で使用する電気

　　　契約電力　1,650kW　予定使用電力量　4,990,000kWh

　(2)	調達産品等の特質等

　　　入札説明書によります。

　(3)	調達期間

　　　令和３年10月１日から令和４年９月30日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）

　(4)	調達場所

　　　長野市大字南長野字幅下692－２　長野県庁舎

　(5)	入札方法

　　	　入札金額は、(1) の契約電力及び予定使用電力量に基づき、入札者が設定した契約電力に対する単一の単価及び使用電力量に対

する単価（同一月においては単一のものとする。）を記載してください。

　　	　落札者の決定は、入札書に記載された入札金額に従って計算した電気料金の総額により行いますので、入札金額と併せて電気料

金の総額を記載してください。

　　	　なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落

札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100

に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。

以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2)	契約履行に当たり、(1) に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　(3	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）の「物件の買入れ」の等級がＡに区分されている者であること。

　(4	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(5	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

　(6)	電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。


